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 請求 　　支払

 予防接種
 自己負担なし

県

市町村

医療機関

高齢者等

高齢者等に対して市町村が実施する 

インフルエンザワクチン接種の費用を助成します 
予算額 １，９３１，８４５千円 

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行を見据え、希望する高齢者等に対してインフルエンザ

ワクチン接種を推進することで、重症患者の発生を抑え、新型コロナウイルス感染症に対応する医療機関の負担

軽減を図ります。 

高齢者インフルエンザ予防接種費補助金

予防接種法に基づき、市町村が実施する高齢者等に対するインフルエンザワクチンの定期接種事業に 

対し、その自己負担相当額分を県が補助し、「自己負担なし」とします。 

○ 接種対象者 

①６５歳以上の者 

②６０歳以上６５歳未満の者で特定の疾患※を有する者 
（※心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害）

○ 補助先 

市町村 

○ 補助額 

市町村が定める自己負担相当額 

○ 補助率 

１０／１０

感染症対策局感染症対策課 

感染症対策調整グループ 
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(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)052-954-7466

-1-


